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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

１４７

規

則

○
東
京
都
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）…
�

○
東
京
都
福
祉
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
引
揚
者
住
宅
条
例
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
総
務
部
総
務
課
）…
�

公

告

○
都
内
の
中
小
規
模
事
業
所
に
お
け
る
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
の
た
め
の
導
入
推
奨
機
器
指
定

要
綱
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
地
球
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
）…
�

規

則

東
京
都
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
二
十
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
中
「
前
条
第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
助
産
婦
」
を
「
助
産
師
」
に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中

「

㊞

」
を
「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
の
二
中

「氏
名

㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
()表
及
び
第
十
三
号
様
式
か
ら
第
十
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
()表
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
５
中
「あ

て
名

」
を
「宛

名

」
に
、
「は

っ
た

」
を
「貼

っ
た

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
()表
備
考
５
中
「あ

て
名

」
を
「宛

名

」
に
、
「は

っ
た

」
を
「貼

っ
た

」
に
改

め
、
同
様
式
()裏
中

「

㊞

」
を
「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
中
「記

名
及
び

」
を
「署

名
又
は
記
名

」

に
改
め
、
同
様
式
備
考
６
中
「あ

て
名

」
を
「宛

名

」
に
、
「は

っ
た

」
を
「貼

っ
た

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「助

産
婦

」
を
「助

産
師

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
１

中
「及

び

」
を
「又

は
記
名

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
５
中
「あ

て
名

」
を
「宛

名

」
に
、
「は

っ

た

」
を
「貼

っ
た

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
、
第
二
十
九
号
様
式
、
第
三
十
一
号
様
式
及
び
第
三
十
二
号
様
式
中
「印

」

を
削
る
。

別
記
第
三
十
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
三
十
四
号
様
式
、
第
三
十
七
号
様
式
()表
、
第
三
十
七
号
様
式
の
二
及
び
第
三
十
七
号
様
式
の
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二
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
三
十
七
号
様
式
の
三
及
び
第
三
十
七
号
様
式
の
三
の
二
中

「

㊞

」
を
「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
七
号
様
式
の
四
()表
、
第
三
十
七
号
様
式
の
四
の
二
()表
、
第
三
十
七
号
様
式
の
六
及
び
第

三
十
七
号
様
式
の
六
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
三
十
七
号
様
式
の
七
()表
備
考
５
中
「あ

て
名

」
を
「宛

名

」
に
、
「は

っ
た

」
を
「貼

っ

た

」
に
改
め
、
同
様
式
()裏
中

「

㊞
」
を
「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
七
号
様
式
の
七
の
二
()表
備
考
５
中
「宛

て
名

」
を
「宛

名

」
に
、
「は
っ
た

」
を
「貼

っ
た

」
に
改
め
、
同
様
式
()裏
中

「

㊞

」
を
「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
十
号
様
式
、
第
四
十
一
号
様
式
()表
及
び
第
四
十
四
号
様
式
()表
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
別
記
第
八

号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
、
第
十
三
号
様
式
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
ま
で
、
第
二
十
九
号
様
式
、

第
三
十
一
号
様
式
か
ら
第
三
十
四
号
様
式
ま
で
、
第
三
十
七
号
様
式
か
ら
第
三
十
七
号
様
式
の
四
の

二
ま
で
、
第
三
十
七
号
様
式
の
六
か
ら
第
三
十
七
号
様
式
の
七
の
二
ま
で
、
第
四
十
号
様
式
、
第
四

十
一
号
様
式
及
び
第
四
十
四
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加

え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
福
祉
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
二
十
四
号

東
京
都
福
祉
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
福
祉
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
規
則
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
中
「
第
十
六
条
第
一
号
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
第
十
六
条
第
一
号
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
ま
た
は
」
を
「
又

は
」
に
、
「
う
え
」
を
「
上
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
中
「
第
十
六
条
第
二
号
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
十
六
条
第
三
号
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
第
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
第
十
六
条
第
三
号
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
」
に
、
「
助
産
婦
」
を
「
助
産

師
」
に
、
「
ま
た
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中

「

㊞

」
を
「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
の
二
中

「氏
名

㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
表
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式

（裏面）
中

「

㊞

」
を
「

」
に
改
め
る
。
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別
記
第
十
二
号
様
式
の
二
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式

（表面）
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
中
「記

名
及
び

」
を
「署

名
又
は
記
名

」

に
改
め
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中
「あ

て
」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「助

産
婦

」
を
「助

産
師

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
中

「使
用
者
の

」
の
次
に
「署

名
又
は

」
を
加
え
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛
」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
、
第
二
十
六
号
様
式
及
び
第
二
十
七
号
様
式
()表
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
福
祉
住
宅
条
例
施
行
規
則
別
記
第

四
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
、
第
九
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
四
号
様
式
ま
で
、
第

十
五
号
様
式
か
ら
第
十
八
号
様
式
ま
で
、
第
二
十
号
様
式
、
第
二
十
四
号
様
式
、
第
二
十
六
号
様
式

及
び
第
二
十
七
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
引
揚
者
住
宅
条
例
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
二
十
五
号

東
京
都
引
揚
者
住
宅
条
例
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
引
揚
者
住
宅
条
例
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「
㊞
」
を
削
り
、
「
氏

名

印
」
を
「
氏

名

」

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「
印
」
を
削
り
、
「
あ
て
」
を
「
宛
」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中

「

㊞

」
を
「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
の
二
中

「氏
名

㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
()表
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
引
揚
者
住
宅
条
例
施
行
細
則
別
記

第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
の
二
ま
で
及
び
第
五
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の

は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
二
十
六
号

東
京
都
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
（
表
面
）
備
考
１
及
び
第
三
号
様
式
（
表
面
）
備
考
１
中
「（

公
印
又
は
社
印
の
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あ
る
も
の
）

」
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中

「

㊞

」
を
「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
の
二
中

「氏
名

㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
（
表
面
）
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
九
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
（
表
面
）
中
「㊞
」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
５
中
「あ

て
名

」
を
「宛
名

」
に
、

「は
つ
た

」
を
「貼

つ
た

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛
」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
中
「及
び

」
を
「又

は
記
名

」
に
改
め
、

同
様
式
備
考
５
中
「あ

て
名

」
を
「宛

名

」
に
、
「は

つ
た

」
を
「貼

つ
た

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
１
中
「及

び

」
を
「又

は
記
名

」
に
改
め
、

同
様
式
備
考
５
中
「あ

て
名

」
を
「宛

名

」
に
、
「は

つ
た

」
を
「貼

つ
た

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
（
表
面
）
備
考
４
中
「あ

て
名

」
を
「宛

名

」
に
、
「は

つ
た

」
を
「貼

つ

た

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
中

「

㊞

」
を
「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
五
号
様
式
表
面
及
び
第
二
十
八
号
様
式
()表
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規

則
別
記
第
二
号
様
式
、
第
三
号
様
式
、
第
五
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
、
第
九
号
様
式
、
第
十

一
号
様
式
か
ら
第
十
三
号
様
式
ま
で
、
第
十
六
号
様
式
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
ま
で
、
第
二
十
五
号

様
式
及
び
第
二
十
八
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な

お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
二
十
七
号

東
京
都
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中

「

㊞

」
を
「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
の
二
中

「氏
名

㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
（
表
面
）
、
第
七
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
号
様
式
（
表
面
）
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
５
中
「あ

て
名

」
を
「宛

名

」
に
、

「は
っ
た

」
を
「貼

っ
た

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
「様

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
中
「及

び

」
を
「又

は
記
名

」
に
改
め
、
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同
様
式
備
考
５
中
「あ

て
名

」
を
「宛

名

」
に
、
「は

つ
た

」
を
「貼

っ
た

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
１
中
「及

び
押
印
が
必
要
で
す

」
を
「又

は

記
名
押
印
を
得
て
く
だ
さ
い

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
５
中
「あ

て
名

」
を
「宛

名

」
に
、
「は

っ

た

」
を
「貼

っ
た

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
（
表
面
）
備
考
４
中
「あ

て
名

」
を
「宛

名

」
に
、
「は

っ
た

」
を
「貼
っ

た

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
中

「

㊞

」
を
「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
（
表
面
）
、
第
二
十
三
号
様
式
表
面
及
び
第
二
十
六
号
様
式
()表
中
「印

」
を

削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規

則
別
記
第
三
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
、
第
七
号
様
式
、
第
九
号
様
式
か
ら
第
十
一
号
様
式
ま

で
、
第
十
四
号
様
式
か
ら
第
二
十
一
号
様
式
ま
で
、
第
二
十
三
号
様
式
及
び
第
二
十
六
号
様
式
に
よ

る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
二
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
二
十
八
号

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
東
京
都
規
則
第
三

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
十
四
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
記
第
二
号
様
式
の
十
四
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要

の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

公

告

都
内
の
中
小
規
模
事
業
所
に
お
け
る
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
の
た
め
の
導
入
推
奨
機
器

指
定
要
綱
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

都
内
の
中
小
規
模
事
業
所
に
お
け
る
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
の
た
め
の
導
入
推
奨
機
器
指
定
要
綱

（
平
成
二
十
一
年
三
月
十
日
付
二
十
環
都
計
第
五
百
二
十
九
号
。
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

要
綱
中

「（
改
正
）
平
成
３０年

６
月
１９日

付
３０環

地
地
第
１１９号

」
を

「（
改
正
）
平
成
３０年

６
月
１９日

付
３０環

地
地
第
１１９号

（
改
正
）
令
和
２
年
１２月

２８日
付
２
環
地
地
第
３７２号

」
に
改
め
る
。

第
二
㈣
イ
イ
中
「工

業
標
準
化
法

」
を
「産

業
標
準
化
法

」
に
、
「第

１９条

」
を
「第

３０条

」
に
、

「第
２３条

」
を
「第

３７条

」
に
改
め
る
。

次
の
附
則
を
加
え
る
。

附
則
（
令
和
２
年
１２月

２８日
付
２
環
地
地
第
３７２号

）

１
こ
の
要
綱
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
こ
の
要
綱
の
施
行
の
際
、
こ
の
要
綱
に
よ
る
改
正
前
の
都
内
の
中
小
規
模
事
業
所
に
お
け
る
地
球

温
暖
化
対
策
推
進
の
た
め
の
導
入
推
奨
機
器
指
定
要
綱
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
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の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「日

本
工
業
規
格
Ａ
列
４

番
」
を
「日

本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
「日

本

工
業
規
格
Ａ
列
４
番

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削

り
、
「日

本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ａ
列
４

番

」
に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
「日

本
工
業
規
格
Ａ
列
４

番

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番

」
に
改
め
る
。
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